
 

平成２９年度八幡浜地区施設事務組合消防本部 

甲 種 防 火 管 理 新 規 講 習 実 施 要 領 

 

１ 講習の目的 

  消防法施行令第３条第１項第１号イの規定に基づく甲種防火管理者の資格を付与すること。 

 

２ 講習日時及び場所 

  日 時  平成２９年８月２日（水）、３日（木）の２日間 

       ９時００分から１７時００分まで 

  場 所  八幡浜市松柏丙７９６番地（駅前） 

       八幡浜地区施設事務組合消防本部３階大会議室 

 

３ 講習内容及び時間 

講 習 時 間 講 習 内 容 

８／２ 水 

９時３０分から ９時４５分まで 開講式・主催者挨拶 

９時４５分から１１時４５分まで 防火管理の意義及び制度 

１２時４５分から１４時４５分まで 火気管理 

１５時００分から１７時００分まで 施設及び設備の維持管理 

８／３ 木 

 ９時００分から１１時００分まで 防火管理に係る消防計画 

１１時１０分から１２時００分まで 防火管理に係る訓練及び教育 

１３時００分から１４時４０分まで 防火管理に係る訓練及び教育（実技） 

１４時５０分から１５時００分まで 閉講式・修了証交付 

 

４ 受講申込み 

  受講希望者は、別添受講申込書により、平成２９年６月５日（月）から７月２１日（金）ま

でに八幡浜地区消防本部予防課、又は各分署に申し込み、受講票の交付を受けてください。 

  ただし、予防課での受付は、土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までで

す。 

  なお、会場の都合で定員６０名になり次第、受付を締め切ります。 

 

５ 修了証の交付 

  講習の全課程を修了した者に、修了証を交付します。 

 

６ 受講料 

  受講料は無料です。ただし、テキスト代３，７００円が必要です。受講当日に受付で集金し

ますので、必ずおつりのいらないようにお願いします。 

 

７ その他 

 ⑴ 受講者は、所定の時刻までに受講票を提示し、指定の席に着席してください。 

 ⑵ 会場に駐車場はありませんので、車での来署はご遠慮ください。 

 

※ 問合せ先 

八幡浜地区施設事務組合  

消防本部予防課  ２３－０１１９  第一分署  ５３－０３１１ 

   第二分署     ３６－３１１９  第三分署  ３３―３３４９ 

※ 郵送の場合（７月２１日（金）必着） 

  返信用封筒（長形３号封筒に８２円切手を貼付し宛先を明記）を同封し、下記へ送付してく

ださい。 

  〒７９６－００１０ 八幡浜市松柏丙７９６番地 

            八幡浜地区施設事務組合消防本部予防課           


